
株式会社三條機械製作所 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画  

 

 女 性 が 職 業 生 活 に お い て 、 そ の 希 望 に 応 じ て 十 分 に 能 力 を 発 揮 し 、 活 躍 で き る 環 境 を 整  

備 す る こ と を 目 的 と し て 、 次 の よ う に 行 動 計 画 を 策 定 し ま す 。  

 

１ ． 計 画 期 間 ： 2023 年 4 月 1 日 か ら 2025 年 3 月 31 日 ま で の 2 年 間  

 

２ ． 内   容 ：  

目標１ 
【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 数値目標】 

女性を役職に 1 人以上新規に昇進させる 

対 策  
2023 年 4 月 ～  人 事 制 度 、 評 価 基 準 等 の 見 直 し を 実 施  
2023 年 4 月 ～  階 層 別 研 修 を 実 施 し 、 候 補 と な る 女 性 を 参 加 さ せ る  

2024 年 4 月 ～  新 人 事 制 度 、 評 価 基 準 等 を 運 用 開 始  

 

 

目標２ 
【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 数値目標】 

毎 年 女 性 を 1 名 以 上 、 新 規 採 用 ま た は 正 社 員 登 用 す る  

対 策  
2023 年 4 月 ～ 計 画 期 間 内 に 、 新 卒 ・ 中 途 採 用 を 併 せ て 女 性 を １ 人 以 上 採 用 す る  
2023 年 4 月 ～ 計 画 期 間 内 に 契 約 社 員 か ら 正 社 員 へ 女 性 を 1 人 以 上 登 用 す る  

2023 年 4 月 ～ 女 性 の 配 属 が 少 な か っ た 技 術 職 へ 女 性 を 積 極 的 に 採 用 す る  
 
  

目標３ 
【職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備 数値目標】 

計 画 期 間 内 に 、 男 性 の 育 児 休 業 (通 算 28 日 以 上 )の 取 得 率 30％ 以 上 を 目 指 す  

取 組  

内 容  
2023 年 4 月 ～ 制 度 の 詳 細 を 社 内 報 、 パ ン フ レ ッ ト 等 で 社 員 へ 周 知 す る  

 

以 上  


